
議案第６３号 

 

嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

 

令和７年１２月９日提出 

            

                   嘉島町長 鍋田 平   

 

 

（提案理由） 

物価高騰の影響を鑑み、受益者負担の適正化を踏まえた施設使用料の改定のた

め本条例を制定する必要があるので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。 

 



嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例(昭和49年嘉島町条例第17号)の一部を

次のように改正する。 

第３条中「の管理」を削る。 

第５条中「使用について」を「使用については」に改める。 

第９条中「教育委員会規則で定める」を「、教育委員会規則で定める」に改める。 

別表中「300円」を「400円」に、「1,000円」を「1,100円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適

用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。 



嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例(昭和49年嘉島町条例第17号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(管理) (管理) 

第３条 運動場及び附属施設設備の管理については、嘉島町教育委員会

(以下「教育委員会」という。)が管理する。 

第３条 運動場及び附属施設設備      については、嘉島町教育委員会

(以下「教育委員会」という。)が管理する。 

(使用の制限) (使用の制限) 

第５条 運動場及び附属施設設備の使用について  、別に教育委員会規

則で定める。 

第５条 運動場及び附属施設設備の使用については、別に教育委員会規

則で定める。 

(雑則) (雑則) 

第９条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理について必要な事

項は教育委員会規則で定める  。 

第９条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理について必要な事

項は、教育委員会規則で定める。 

別表(第６条関係) 別表(第６条関係) 

区分 料金(１時間当たり) 備考 

施設使用料 照明使用料 

野球 300円 1,000円 １ 町民以外の使用については、

倍額とする。 

２ １時間に満たないときは、１

時間とする。 

３ 左記の金額は、消費税を含む

ものとする。 

ソフトボール 300円 1,000円 

サッカー 300円 1,000円 

その他の種目 300円 1,000円 

 

区分 料金(１時間当たり) 備考 

施設使用料 照明使用料 

野球 400円 1,100円 １ 町民以外の使用については、

倍額とする。 

２ １時間に満たないときは、１

時間とする。 

３ 左記の金額は、消費税を含む

ものとする。 

ソフトボール 400円 1,100円 

サッカー 400円 1,100円 

その他の種目 400円 1,100円 

 

 


